
農業集落排水施設使用料は、平成１７年４月
から、２ヵ月分をまとめて奇数月に市から
使用者の皆さんに請求しています。 

　納付書や振替のはがきに記載された「人数割」はご家庭の
住所に住民記録がある家族の２ヶ月分の延べ人数をお知らせし
ています。 
 

口座振替をご利用ください 
　農業集落排水施設使用料や公共下水道使用料のお支払
いは口座振替が便利です。 
　振替を希望される場合は、市内各金融機関の窓口で手続き
ができます。 
　現在、水道料金を口座振替されている方もあらためて申込が
必要です。また、申込されてから実際に使用料が口座振替でき
るまでには、しばらく日数がかかります。納付書が届いている間は
振替手続きが済んでいませんので納付書でのお支払いをお願
いします。 
 

農業集落排水施設使用料の 
請求明細について 
農業集落排水施設使用料の 
請求明細について 
農業集落排水施設使用料の 
請求明細について 

基本料金2，000円×2ヶ月＝4，000円 

人数割料金　4人×300円×2ヶ月＝2，400円 

4，000円＋2，400円＝6，400円 
基本料金　　　　人数割料金　　　　　請求額 

◎例えば、4人家族の場合 
 

問い合わせ 
下水道管理課管理係　1 ８６‐８３９７　ＦＡＸ ８６‐８０３２ 

２，０００円＋３００円＝１ヶ月分の請求額 
基本料金 

人数割 
１人当たり 

◎算定方法は次のとおりです。 
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